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第１章　総則

第１節　目的

　５階までへ直接給水する場合及び給水管の途中に直結給水用増圧装置（以下「増圧装置」という。）を

　利用して建物へ給水する場合の給水装置の設計，施行等について必要な事項を定め，適正な運用を確保

　することを目的とする。

　　なお，この基準に定めのないものについては，給水装置工事設計及び施行要領（以下「要領」とい

　う｡)　によるものとする。

第２節　用語の定義

　　この基準における用語の定義は，次のとおりである。

　１　直結直圧方式

　２　直結増圧方式

　　いう。

　３　高置水槽直結直圧方式

　　　受水槽方式で給水している既設建物で，直結給水に切り替えることができない場合に，配水管の水

　　圧のみを利用して直接高置水槽に貯水し，給水する方式をいう。

　４　高置水槽直結増圧方式　

　　　受水槽方式で給水している既設建物で，直結給水に切り替えることができない場合に，給水管の途

　　中に設置した増圧装置によって，高置水槽に貯水し，給水する方式をいう。

　５　併用方式　

　６　直結給水用増圧装置

　　　直結給水用増圧ポンプ及び給水管・弁類・圧力水槽等付帯設備をユニット化したものをいう。

　　この中高層建物直結給水施行基準（以下「基準」という。）は，配水管の水圧のみを利用して建物の

　　　一つの建物で，直結直圧方式，直結増圧方式及び受水槽方式の各給水方式を併用する方式をいう。

　　　直結方式の一つで，配水管の水圧のみを利用して５階までを直接給水する方式をいう。

　　　直結方式の一つで，給水管の途中に設置した増圧装置によって，１０階程度までを給水する方式を

- 1 - 



　給水方式を図で表示すると次のようになる。

直 結 直 圧 方 式
（ 図 １ － ２ － １ ）

直 結 増 圧 方 式
（ 図 １ － ２ － ２ ）

直 結 方 式

給 水 方 式 受 水 槽 方 式

高置水槽直結増圧方式
（ 図 ４ － ４ － １ ）

高置水槽直結直圧方式
（ 図 ４ － ４ － １ ）

高 置 水 槽 方 式

気 圧 タ ン ク 方 式

加 圧 ポ ン プ 方 式

併 用 方 式

直 結 直 圧 ・ 直 結 増 圧
併 用 方 式
（ 図 １ － ２ － ３ ）

直 結 直 圧 ・ 受 水 槽
併 用 方 式
（ 図 １ － ２ － ４ ）

直 結 増 圧 ・ 受 水 槽
併 用 方 式
（ 図 １ － ２ － ５ ）

直結直圧・直結増圧・受水槽
併 用 方 式
（ 図 １ － ２ － ６ ）
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図１－２－１　直結直圧方式 図１－２－２　直結増圧方式

　　減圧式逆流防止器

　　増圧装置

　　吸排気弁

　　バルブ

図１－２－３　直結直圧・直結増圧併用方式
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図１－２－４　直結直圧・受水槽併用方式

非常用給水栓

非常用給水栓

図１－２－６　直結直圧・直結増圧・受水槽併用方式

図１－２－５　直結増圧・受水槽併用方式
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第３節　適用要件

１　対象区域

　置付けている未整備の管路は，除くものとする。

　　　。）が認めた場合は，直結直圧方式とすることができる。

　(5)　常時一定の水量又は水圧を必要とする建物

　　 　大規模な空調，電気機器等に補給する水を常時必要とする建物

　(6)　水道に直結できない器具を使用する建物

　　 　給水装置の構造及び材質の基準に適合しない機器などを設置している建物

　　　 有毒薬品，化学薬品等を取り扱い，水が配水管に逆流した場合に，重大な水質汚染事故となるお

　　 それのある建物

　　　 入院又は手術設備のある病院，ホテル等のように常時給水が求められる建物

　　　れのある建物

　(4)　配水管の水を汚染するおそれのある建物

　(2)　一時的に多量の水を使用する建物

　　　 多量の水を使用する製造工場等水使用が極端に集中する建物及び付近の給水に支障を及ぼすおそ　

  (1)　水圧が不十分で所要の水圧・水量が得られない建物

　　　 高台等の低水圧区域にある建物

　(3)　断水作業の実施が困難な建物

　わず本基準を満たす建物とする。ただし，当該建物の計画一日使用水量は，５０立方メートル以下とす

　　なお，次に掲げる場合は，受水槽方式とする。

　る。

２　対象建物

　　対象建物は，住宅専用建物，事務所・店舗等の非住宅建物及び住宅・非住宅が混在する併用建物を問

直結直圧方式で５階まで給水可能
0.30MPa以上
0.35MPa以上

　(2)　４階又は５階において，(1)の表の値に満たない場合は，直結増圧方式を原則とする。ただし，実測

直結直圧方式で４階まで給水可能
0.20MPa以上 直結増圧方式で給水

　　　したデータに基づいて水理計算を行った結果，残存水圧（最高位など最悪の条件にある給水器具を使

　　　用するための必要な圧力）が確保できる場合で，管理者の権限を行う呉市長（以下「管理者」という

　にわたって継続して確保できる区域とする。ただし，上下水道局（以下「局」という。）が老朽管と位

　　直結直圧方式及び直結増圧方式の対象区域は，配水管の最小動水圧が次に定める所定の水圧を，将来

　(1)　直結方式の対象区域は，配水管の最小動水圧の値に応じて，次表に従うものとする。

配水管の最小動水圧 対　　　　　象
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　口径の５分の３以下とする。

　５　受水槽方式を併用して給水する場合には，受水槽の流入側に定流量弁を設置すること。

　　同一階で直結方式と受水槽方式との両方式で給水，１階を受水槽方式，２・３階を直結方式，４階以上

　２　配水管等からの分岐引込みは，１建物１分岐とする。

　を受水槽方式で給水する等，配管形態がふくそうする給水形態は，原則として行ってはならない。

　４　併用して給水する場合は，配管形態がふくそうする給水形態は避けること。

　３　宅地内で各給水系統ごとに分岐し，その区分を明確にすること。

第４節　給水方式の併用

　１　建物の種類や使用目的に応じて，直結直圧方式，直結増圧方式及び受水槽方式を併用して給水する

　　ことができる。

　管口径の４分の３以下とする。ただし，単一管路又は行き止まり配水管からの分岐にあっては，配水管

　　分岐可能な配水管口径は，１００ミリメートル以上２５０ミリメートル以下とする。ただし，口径

　２５０ミリメートルを超える配水管でも，管理者が特に認めたものについては，この限りでない。

４　分岐引込管口径

　　分岐引込管口径は，２５ミリメートル以上７５ミリメートル以下とし，かつ，分岐しようとする配水

３　分岐可能な配水管口径

第５節　事前協議

　１　事前協議

　　　協議申請者は，設計着手前に当該建物の設計水圧を決めるため，直結給水事前協議確認申請書（様

　　　協議申請者は，当該建物が本基準を満足していることを確認するため，給水設計協議確認書（様式

　　４号）に必要事項を記入し，次に掲げる関係図面を添えて給排水設備グループに申し込むものとする。

　　式１号）に必要事項を記入し，関係図面を添えて給排水設備グループに申し込むものとする。

　２　設計協議

　　　　また，水理計算書には，給水装置の配管立体図を記入するものとする。

   (1)　建築物の平面図及び系統図

　　　  給水管，取付器具等の詳細が分かるもの

   (2)　水理計算書（様式５号～８号）

　　　  設計水圧に基づいて水理計算を行い，所要の同時使用水量が得られることなどを確認すること。
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　　　０．１５メガパスカル・０．１８メガパスカル
　　　０．２０メガパスカル・０．２３メガパスカル・０．２５メガパスカル・０．２８メガパスカル
　　　０．３０メガパスカル・０．３３メガパスカル・０．３５メガパスカル

　るものとする。

　　なお，同時使用水量の算定に当たっては，各種算定方法の特徴を考慮した上で，建物の使用実態に即し

　　　注　ワンルームマンション・１Ｋ・１ＤＫについては，１戸当たり０．５戸に換算して計算できる。

　　　　　　　　　　　N： 戸数
ここで，Q： 同時使用水量（㍑/分）

　　　　　10戸未満　　　　　　　　　　Q＝42N0.33

　　　　　10戸以上600戸未満　　　　　 Q＝19N0.67

　例）　優良住宅部品認定基準（ＢＬ認定基準）による方法

　２　非住宅の同時使用水量は，次のいずれかの方法により求める。　

   (1)　器具給水負荷単位による方法

　た方法を選択すること。

　　同時使用水量の各算出方法については，要領第３章第３節「計画使用水量及びメータ口径の決定」によ

   (1)　優良住宅部品認定基準（ＢＬ認定基準）による方法

   (2)　器具給水負荷単位による方法

   (2)　器具別使用水量と同時使用水栓率による方法

第２節　同時使用水量

　１　集合住宅の同時使用水量は，次のいずれかの方法により求める。ただし，１戸の水量については，

　　24㍑/分（ワンルームマンション，１Ｋ及び１ＤＫについては16㍑/分）としてよい。

   (3)　各戸水量と同時使用戸数率による方法

   (4)　器具別使用水量と同時使用水栓率による方法

第２章　給水装置の設計

第１節　設計水圧

　　水理計算に用いる設計水圧は，配水管の最小動水圧を基に管理者が決定する。

　１　設計水圧は，連続して２４時間以上の現地水圧調査，配水管の整備状況及び将来の水需要予測などを

　　考慮した配水管の最小動水圧を基に決定する。この場合の設計水圧は，原則として配水管の最小動水圧

　　から０．０５メガパスカルを差し引いた値とする。

　２　設計水圧は，次の９段階とする。

　　　なお，現地の実測水圧が高い地区にあっても，将来の配水管水圧の均一化を図るため，設計水圧の上

　　限は，０．３５メガパスカルとする。
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　　ては，同時使用率及び使用水量を考慮し，メータ口径を１３ミリメートルとすることができる。

　　給水管の口径，増圧の全揚程等は，設計水圧，同時使用水量及び設計流速に基づき，水理計算により

　決定する。

　　メータ口径は２０ミリメートル以上とする。ただし，ワンルームマンション（１Ｋ，１ＤＫ）につい 

第５節　水理計算方法

　　水量及びメータ口径の決定」によるものとし，器具給水負荷単位表を基に，メータ適用基準表により

　　決定する。

　２　集合住宅の４・５階へ直結給水方式により給水する場合は，圧力損失を低減するため，３階以上の

　１　水道メータ（以下「メータ」という。）の口径の決定は，原則として要領第３章第３節「計画使用

　以下となるように設計をすること。

第３節　設計流速

第４節　水道メータの口径決定

　　給水主管は，水撃作用の防止及び圧力損失の低減化を図るため，その管内流速が２．０メートル毎秒
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　　　Ｐ0：　設計水圧

　　図２－５－１　直結直圧方式における動水勾配線図

　　　Ｐ1：　配水管の分岐箇所から最高位など最悪の条件にある給水器具までの給水管，給水器具等の

　　　　　 圧力損失

　　　Ｐ2：　最高位など最悪の条件にある給水器具を使用するために必要な圧力

　　 　ｈ ：　配水管の分岐箇所と最高位など最悪の条件にある給水器具の高低差

　　　　　　（給水器具の最低必要水圧）

　　　最高位など最悪の条件にある給水器具までの所要水圧が，設計水圧以下であること。

　　　Ｐ0≧Ｐ1　+　Ｐ2　+　ｈ

　１　直結直圧方式の場合

P1

P2

P０

ｈ
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　　　増圧装置の水理計算は，次の算定式による。

  (1)　全揚程（増圧装置の加圧分）

　　　　　Ｈ　＝　Ｐ2　－　Ｐ1

　２　直結増圧方式の場合

  (2)　増圧装置直前の圧力

　　　　　Ｐ1　＝　Ｐ0　－　（Ｐ3　+　ｈ1）　≧0.05MPa

  (3)　増圧装置直後の圧力

　　　　　Ｐ2　＝　Ｐ4　+　Ｐ5　+　ｈ2

　　ここで，Ｈ ：　全揚程（増圧装置の加圧分）

　　　　　　Ｐ0：　設計水圧

　　　　　　Ｐ1：　増圧装置直前の圧力

　　　　　　Ｐ3：　配水管の分岐箇所から増圧装置までの給水管や給水器具等の圧力損失

　　　　　　Ｐ4：　増圧装置から最高位など最悪の条件にある給水器具までの給水管や給水器具等の圧力

　　　　　　Ｐ5：　最高位など最悪の条件にある給水器具を使用するために必要な圧力

　　　　　　Ｐ2：　増圧装置直後の圧力（吐水圧力設定値）

　　　　　　　　損失　

　　　　　　　　　　（給水器具の最低必要圧力）

　　　　　　ｈ2：　増圧装置と最高位など最悪の条件にある給水器具の高低差

　　　　※　増圧装置の圧力損失は，通常，製造業者の特別な指示がある場合以外は考慮しない。

　　図２－５－２　直結増圧方式における動水勾配線図

　　　　　　ｈ1：　配水管の分岐箇所と増圧装置の高低差

P0

P3

P1

ｈ1

H

P4

P5

P2

ＢＰ

減圧式逆流防止器

増圧装置

ＢＰ

ｈ2
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　　設置する場合は，適切な凍結防止対策を講じること。　

　　を施すこと。

第3章　給水装置の構造及び材質

第１節　直結給水用増圧装置

　１　増圧装置は，日本水道協会規格「水道用直結加圧形ポンプユニット（ＪＷＷＡ　Ｂ　１３０）」又は

　　同等以上の性能を有するものとする。

　２　増圧装置は，１建物１ユニットとする。　

　３　増圧装置の吸込側設計水圧は，０．０５メガパスカル以上を確保すること。

　４　増圧装置の吸込側圧力発信器は，原則として減圧式逆流防止器の流入側直近に設けるものとし，ポン

　　プ自動停止圧力及びポンプ自動復帰圧力は，次のとおりとする。

　　(1) ポンプ自動停止圧力＝減圧式逆流防止器の流入側設計水圧－０．０５メガパスカル

　　(2) ポンプ自動復帰圧力＝減圧式逆流防止器の流入側設計水圧

　５　ポンプの吐出圧力は，建物の最上階など最悪の条件にある給水器具で必要な圧力が確保できること。

　６　増圧装置には，故障等の異常を早期に発見し，事故を未然に防止するため，警報装置を設置し，管理

　　人室等に警報ブザー，ランプ等で表示すること。

　７　増圧装置は，凍結のおそれのない場所に設置すること。やむを得ず屋外等凍結のおそれがある場所に

　８　増圧装置の流入側及び流出側の接合部には，ポンプの振動が配管に伝播しないように適切な防振対策

　９　増圧装置の設置場所は，定期点検や保守管理のために必要な空間を確保すること。

　１　増圧装置は，配水管へ悪影響を及ぼさず，かつ，安定した給水ができるものでなければならない。

　　　なお，増圧装置は，呼び径５０ミリメートル以下，吐出圧力０．７５メガパスカル以下のものとする。

　２　増圧装置吸込側は常に正圧を保ち，負圧による汚水，空気等の吸込みを防止するものとする。

　３　増圧装置の吸込側圧力発信器は，原則として減圧式逆流防止器の流入側直近に設けるものとする。ただ

　　し，増圧装置までの圧力損失を低減するため，やむを得ず減圧式逆流防止器を増圧装置の吐出側に設ける

　　場合は，増圧装置の吐出側直近に設置するものとする。

　４　建物の低層階等で水圧が高くなる場合は，水圧に応じた材料を使用するとともに，必要に応じて減圧弁

　　を設置するものとする。
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《参考：増圧装置の概略図》

　　　　P　　：　ポンプ 　　　　FS　 ：　流量スイッチ

　　　　ELB　：　漏電遮断機 　　　　V　  ：　仕切弁

　　　　INV　：　インバータ 　　　　CV 　：  逆仕弁

　　　　PT 　：　圧力発信機

　　　　M　　：　モータ 　　　　BFP　：　減圧式逆流防止器

　　　　T　　：　圧力タンク 　　　　NF   ：　ノイズ抑制器具

制御版

NF

制御部

ELB 〕

INV INV

ELB 〕

P M

V

CV

FS

V

P M

V

CV

FS

V

T

V

T

V

BFP

PT

吸込側 吐出側

CV

P
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第２節　逆流防止装置

　１　減圧式逆流防止器は，日本水道協会規格「水道用減圧式逆流防止器（ＪＷＷＡ　Ｂ　１３４）」又は

　　同等以上の性能を有するものとし，増圧装置の吸込側に設置すること。

　２　減圧式逆流防止器の流入側に止水栓及びストレーナを，流出側に止水栓を設置すること。

　３　減圧式逆流防止器の中間室からの排水は，適切な吐水口空間を確保した間接排水とすること。

　４　減圧式逆流防止器には，異状な外部排水を感知する漏水感知機を設置すること。

　１　増圧装置の吸込側に，逆流に対して信頼性が高く，負圧に対しても有効に働く減圧式逆流防止器を設置

　　する。ただし，増圧装置の吸込側で所定の圧力が確保できないおそれがある場合は，増圧装置の吐出側に

　　設置するものとする。

　２　減圧式逆流防止器は，その性能を継続的に維持するためには定期点検が必要不可欠であり，適切な点検

　　を行うため，減圧式逆流防止器の前後に止水栓を設けるものとする。

　４　建物内部での水質汚染を防止するため，各階への分岐又は各給水系統ごとに逆止弁を設置すること。

　図３－２－１　減圧式逆流防止器

　３　減圧式逆流防止器は，その中間室からの排水を早期に発見するため，外部排水を感知することができる

　　漏水感知装置を設置するとともに，管理人室等に異状を知らせる警報ブザー，ランプ等を設置すること。
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　　なお，この非常用直圧給水栓には，メータを設けるものとする。

　　　また，直結の住宅用スプリンクラー設備等を設置する場合は，直結直圧系統に設置すること。

　　い。

第3節　水道メータ

第4節　非常用直圧給水栓

　メータの設置条件，施行基準等については，要領第４章「メータ設置基準」による。

　直結増圧方式で給水する場合は，建物の屋外に非常用直圧給水栓を設置すること。

　　停電，増圧装置の故障等によりポンプが停止した場合には，配水管の水圧のみの給水（増圧装置のバイパ

　ス管を経由した給水）となるため，建物の低層階では給水可能であるが，高層階では給水ができなくなる場

　合がある。

　　このような事態に備えて，居住者のだれもが使用することができる非常用直圧給水栓を建物の屋外に設け

　るものとする。

第5節　その他の給水装置

　１　直結直圧方式で給水する場合には，圧力損失を低減するため，給水主管の立ち上がり口径は４０ミリ

　　メートル以上とすること。また，４階以上への給水管の口径は，メータ口径より一段増径することがで

　３　建物内給水主管の最高部には，吸排気弁を設置すること。

　　きる。

　４　直結直圧方式の最上階等においては，瞬間湯沸器型ガス給湯機，シングルレバー式湯水混合栓，フラ

　　ッシュバルブ式便器等の高水圧を必要とする（圧力損失が大きい。）給水器具の設置は，極力避けるこ

　　とが望ましい。

　５　消火用設備に常時水を確保する必要がある場合は，専用の消火用水槽又は消火用補給水槽を設置する

　２　高水圧を必要とする給水器具とは，作動水圧が高い給水器具及び多量の水を必要とする給水器具をいい，

　１　給水管内に空気溜りがあると，水の白濁又はウォーターハンマーによる異音が生じるおそれがあること

　　こと。

　　から，建物内給水主管の最高部に吸排気弁を設置し，維持管理のために，その取付部に止水栓を設けること。

　　　また，水圧を利用して作動する消火設備については，停電時には使用できなくなるおそれがあるため，

　　直結増圧系統には設置しないものとする。

　　不出水又は水圧変動を引き起こす原因となるため，直結直圧方式の最上階には，設置しないことが望まし

　３　常時水を確保する必要がある消火用設備については，専用の水槽を設けて給水するものとする。
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　　なお，当該切替えに係る給水装置の工事の申込みについては，要領第２章第２節「給水装置工事の申

　込み」によるものとする。

　　る。）の実施が困難な場合並びに高置水槽以下の給水装置の構造及び材質の基準に適合しない機器が

　　水槽への揚水管口径がメータ口径より大きいものでもよいものとする。

　　できる。

第４章　既設建物の直結給水への切替え

第１節　給水方式

　　受水槽方式の既設建物を直結方式に切り替える場合は，直結直圧方式，直結増圧方式，高置水槽直結

　直圧方式又は高置水槽直結増圧方式とする。

　１　直結切替

　 (1)　受水槽方式で給水している既設建物を直結直圧方式又は直結増圧方式に切り替える場合は，既設の

　　　給水管，給水器具等の継続使用は，極力避けること。

　 (2)　既設の給水管，給水器具等を継続使用しようとする場合は，基本調査により水道法施行令（昭和32

　　　年政令第336号）第６条に規定する基準に適合していることを確認すること。

　２　高置水槽直結給水

　　　既設配管の取替えができない場合及び水圧試験（１．７５メガパスカルの静水圧を１分間以上加え

　　設置されている場合には，既設の高置水槽へ直接給水することができるものとする。その場合, 高置

第２節　高置水槽補給装置

　１　高置水槽直結直圧方式又は高置水槽直結増圧方式とする場合は，既設の高置水槽を利用することが

　２　高置水槽への給水は，原則として定水位弁を使用し，電極棒により水位制御すること。

　３  定水位弁を使用する場合，そのパイロット部に主制御用として，通電開型の電磁弁又は電動式ボー

　　ル弁を設置し，パイロット部のボールタップは緊急停止用とすること。

　４　高置水槽には，補給装置の異状を早期に発見し，事故を未然に防止するため，満水・減水警報装置

　　を設置し，管理人室等に警報ブザー，ランプ等で表示すること。

　５　その他詳細については，要領第３章「給水装置工事の設計及び施行」，要領第４章「メータ設置基

　　準」及び要領第９章「受水槽の設置」に準じて施行すること。

第3節　切替えに当たっての注意事項

　１　給水管口径及びメータ口径は，水理計算を満足する口径とすること。

　４　直結直圧方式で給水する場合は，給水主管に逆止弁を設置すること。

　２　建物内の既設給水管を利用して各階へ給水する場合は，立ち下がり配管とすることができる。

　３　給水主管の最高部には，吸排気弁を設置し，維持管理上，その取付部には，止水栓を設けること。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 減圧式逆流防止器

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吸排気弁

直結直圧方式を導入した場合 直結増圧方式を導入した場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逆止弁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定流量弁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バルブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　図４－４－１　既設建物の直結給水への切替え例　　　　　　　　　　　　　　　メータ

第4節　その他

　分担金の取扱いについては，要領第２章第３節「分担金の算定，徴収及び還付」を参照のこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揚水ポンプ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増圧装置

M

p

ＢＰ

受水槽・高置水槽撤去

直結増圧方式

受水槽・高置水槽撤去

直結直圧方式

５階以下の建物

M

受水槽撤去

高置水槽直結直圧方式 高置水槽直結増圧方式

一般的な受水槽方式の建物例

受水槽撤去

５階以下の建物

p

ＢＰ

Ｍ

M

ＢＰ
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工事検査について

　　工事検査は，要領第１０章「給水装置工事のしゅん工」によるほか，直結増圧方式で給水する場合は，

　次の項目について行う。

　　持管理体制の確認

第５章　工事検査

　１　増圧装置・減圧式逆流防止器の設置が本基準に適合していることの確認

　２　増圧装置・減圧式逆流防止器の警報装置の設置，事故時等の連絡先を明記した掲示板の設置及び維
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維持管理について

　　置することができる。

　　これらの増圧装置及び減圧式逆流防止器の性能を継続的に維持するためには，定期的な点検及び適切な

　２　給水方式が直結増圧方式の場合，増圧装置の設置者は，給水装置工事しゅん工時に，｢誓約書」

第６章　維持管理

　１　局が行う検針及びメータ取替えに伴う断水の際には，作業が円滑に行えるように協力すること。

　　（様式９号）を提出するとともに，次の事項について十分留意すること。

　 (1)　停電，故障等により増圧装置が停止したときに，直ちに断水になってしまうこと。

　 (2)  断水になった場合には，屋外に設置した非常用直結給水栓が使用できることを居住者に周知する

　　　こと。　　　

　 (3)  増圧装置及び減圧式逆流防止器の点検は，１年以内ごとに１回，定期に行うこと。

　 (4)  増圧装置及び減圧式逆流防止器の故障その他非常時の緊急連絡先を明記した掲示板等を設置する

　３　給水方式を直結増圧方式を採用した場合，非常時の飲料用水を確保するため，直結貯水タンクを設

　　　とともに，居住者に周知すること。

　　なお，増圧装置及び減圧式逆流防止器の維持管理，保守等は，専門的な知識を要し，局又は指定工事業

　者では対応できないことも考えられるため，製造業者等に連絡できる体制を整備しておくことが必要であ

　る。

　定工事業者」という。）が行うこととなるが，増圧装置を含む給水装置の管理責任は，設置者にある。

　整備を行うことが必要不可欠であり，設置者の責任において行わなければならない。

　　したがって，局は，増圧装置及び減圧式逆流防止器の故障及び苦情に対して一切責任は負わない。

　　増圧装置を含むすべての給水装置の修繕工事，変更工事等は，呉市指定給水装置工事事業者（以下「指
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様式１号
課　長 Ｇ　Ｌ

住 所

氏 名 （※）
（※）法人の場合は，記名押印してください。

　　　法人以外で本人が手書きしない場合は，記名押印してください。

　住　所

　氏　名 （※）（ＴＥＬ　　　　－　　　　　　）

分岐口径

受付番号

　　　　２　併用建物・非住宅建物の業態は，階数ごとに記入すること。

　　　　３　計画使用水量は，直結方式部分と受水槽方式部分とを区別して記入すること。

受　付　日 　　　　　年　　　月　　　日

備　　考

　（注）１　太線内の必要事項を記入の上，関係図面を添えて提出すること。

　配水管　　　　　　　㎜　　×　　分岐引込管　　　　　　　㎜

宅地と道路
との高低差

　宅地の地盤高さ　　　　　配水管の布設地盤高さ　　　　　　高低差

　　　　　　　　ｍ　　－　　　　　　　　　　　ｍ　　＝　　　　　　　ｍ　　　

関係図面
　（1）位置図　　　　（2）造成平面図　　　（3）建築図面（平面図，系統図等）

（注）給水管の引込予定位置を記入

　しゅん工（給水）予定日　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

計画使用水量

　計画1日使用水量　　　　  直結方式部分　　　　　㎥/日
≦50㎥

　　　　　　　　　　　　　 受水槽方式部分　　　　㎥/日

　同時使用水量　　　　　　 直結方式部分　　　　　㍑/分

　　　　　　　　　　　　　 受水槽方式部分　　　　㍑/分

給水装置
工　　事
申 込 者

施行場所 　呉市

建　　物

　　　階建て　　　　□新築（延べ床面積　　　　　　㎡）　　　　□既設

　　□住宅専用建物　　　　　　　　□併用建物　　　　　　　　　□非住宅建物

　　・住宅　　　　　　　　　　　　　　戸　　　　　・業態

　　・非住宅　　　　　　　　　　　　　戸

　直結直圧部最上階の給水栓の高さ　　　　　　　　　　　　　階　　　　　　　ｍ

　呉　　市　　長　　　様

（協議申請者）

 （ＴＥＬ　　　　－　　　　　　）

　次の建物に直結給水を希望しますので事前協議を申請します。

担　当

　　　　　年　　　月　　　日　

直結給水事前協議申請書
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　様式２号

Ｇ　Ｌ 担　当 Ｇ　Ｌ 担　当 Ｇ　Ｌ 担　当 Ｇ　Ｌ 担　当

受 付 番 号 受付日

　住所

　氏名 ＴＥＬ

年　　　月

     有          

     無

関 係 添 付

図 面 等

　最小動水圧　　　　　　　ＭＰａ－０．０５ＭＰａ＝　　　　　　　ＭＰａ

オ  ０．２５ＭＰａ

備 考

（３）直結給水事前協議申請書

検 討 結 果

　設計水圧は，次の値とする。

ア  ０．１５ＭＰａ カ  ０．２８ＭＰａ

イ  ０．１８ＭＰａ キ  ０．３０ＭＰａ

ウ  ０．２０ＭＰａ ク  ０．３３ＭＰａ

エ  ０．２３ＭＰａ

     ＭＰａ      ＭＰａ

ケ  ０．３５ＭＰａ

布 設 計 画
（水道建設課）

（口径        ㎜・管種   　　　　　・施行予定年度          年）

（１）位置図 （調査箇所・水圧測定地点）      （２）水圧記録紙

最大動水圧 最小動水圧

     ＭＰａ      ＭＰａ

     ＭＰａ      ＭＰａ

 系・管路図面番号（      －   　）

 ＨＷＬ＋          ｍ・ＬＷＬ＋            ｍ

布 設 年 月 日   Ｔ・Ｓ・Ｈ

水 圧 測 定
（水道維持Ｇ）

測 定 日
           年     月    日   （    ）   ：       から

           年     月    日   （    ）   ：       まで

消 火 栓 （ 番 号 ）

施 行 場 所 　呉市

調 査 箇 所
（水道維持Ｇ）

　呉市

配 水 管 口径                    ㎜ 管種

地盤高（埋設深度） ＧＬ＋                  ｍ       

配 水 系 統

直結給水事前調査チェックシート
　　     年     月      日

給水装置申込者
（ 所 有 者 ）

水　道　建　設　課 管路管理課 営　業　課
水道計画Ｇ 管路整備Ｇ 水道維持Ｇ 給排水設備Ｇ
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様式３号

　（事前協議申請者）

　住所

　氏名

呉　　市　　長

　　　直結給水事前協議の結果について（回答）

  　　     年 　  月 　  日付けで協議のことについては，次のとおりです。

注意事項

　住　所

　氏　名

備　　考

給水装置
工　　事
申 込 者

施行場所 　呉　市

  確認書を提出してください。

２　給水装置の設計に当たっては，「給水装置工事設計及び施行要領」及び「中高層建物直結給

　水施行基準」に基づいて行ってください。

３　詳細については，呉市上下水道局又は呉市指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。

受付番号

　　      年     月     日　

           様

設計水圧  MPa

１　直結方式の長所及び短所を給水装置工事申込者の方に十分説明を行った上で，給水設計協議
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様式４号 （表面）

課　長 Ｇ　Ｌ 担　当

住　所

氏　名 （※）

氏　名

住　所

氏　名 （※）

その他

直 結

受 水 槽

直 結

受 水 槽

直 結

受 水 槽

受 水 槽 補 給 水 量

使 用 水 量使　用　水　量

（計画一日使用水量）50m3≧

（同時使用水量）

受
水
槽
方
式

使 用 水 量
（１日平均）

㍑/分　　

非　　住　　宅

直
結
方
式

併　用　住　宅

建　物　種　類 給水方式 戸　　　数 階　層　数 延べ面積

専　用　住　宅

直 結 給 水 事 前
協 議 回 答 書

　　　次の事項について，協議者双方が確認したので，これに基づいて設計し，工事の申込みをする

　　ものとする。

　　　また，給水装置工事の設計に当たっては，呉市水道事業給水条例その他関係規程並びに「給水

　　装置工事設計及び施行要領」及び「中高層建物直結給水施行基準」に従って行うこと。

給水装置工事所在地 　呉市

給水装置工事申込者
（ＴＥＬ　　-　　　　　　 ）　

（ＴＥＬ　　-　　　　    ）

 給水装置工事主任技術者名　　　　　　　　　

 交付番号　　第　　　　　　　　　号

呉市上下水道局
 経営総務部　営業課　給排水設備グループ　　

協 議 年 月 日   　　　　年　　月　　日 給 水 予 定 日   　　　　年　　月　　日

協 議 者

協議申請者 （※）法人の場合は，記名押印してください。
　　　法人以外で本人が手書きしない場合は，記名押印してください。

受　付　番　号

給水設計協議確認書

（直結直圧・直結増圧・受水槽・併用）
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(裏面）

一括計量

　 　　㎜　  個

一括計量

　　 　㎜　  個

一括計量

　　 　㎜　  個

　直結直圧方式への分岐管　　管種　　　　　　　　　口径　　　　　　㎜≦75㎜以下

　直結増圧方式への分岐管　　管種　　　　　　　　　口径　　　　　　㎜≦75㎜以下

　受水槽方式への分岐管　　　管種　　　　　　　　　口径　　　　　　㎜

地 中 埋 設

直 結 増 圧 装 置

定 流 量 弁

　※　空間形状図及び寸法を添付すること。

給
　
水
　
装
　
置

備　　　　　考

・呼び径　　　　　㎜　・　種　別逆 流 防 止 装 置

　配水管からの分岐管　　　　管種　　　　　　　　　口径　　　　　　㎜

・呼び径　　　　　㎜　・　形　式　　　　　・開閉方法（電磁弁・その他）

・呼び径　　　　　㎜　・　形　式　　　　　・設定流量　　　　　㍑/分

・呼び径　　　　　㎜　・　吐出量　　　　　・全揚程　　　　　　　ｍ

定 水 位 弁 等

水
　
　
　
道
　
　
　
メ
　
　
　
ー
　
　
　
タ

分
岐
引
込
管

　分岐引込口径は，使用水量に対し，管内流速2.0ｍ／秒以下となるように決定する。

区　　　　分

扉の開口部

　□　水道専用　　　　　　　　　　　　□共用格納

　幅　　　　　　　　㎜　×　高さ　　　　　　　㎜

設
置
方
法

　　　　㎜　  個 　　　　㎜　  個

　　　　㎜　  個

居室側壁埋込

シャフト内

　　　　　　　　　　　　階　　　　　　　個

　　　　　　　　　　　　階　　　　　　　個

受
水
槽

　設置方法は，給水装置工事設計及び施行要領第４章メータ設置基準に定める基準による。

受水槽通水ニップル口径　　　　　　　　㎜

計
　
　
量
　
　
方
　
　
式

　　　　㎜　  個

非　住　宅 共　用

　　　　㎜　  個 　　　　㎜　  個 　　　　㎜　  個

専用住宅

直
結
直
圧

直
結
増
圧

　　　　　　㎥　　　　 基

　　　　㎜　  個

　　　　㎜　  個

　　　　㎜　  個

　　メータ口径　　　　　　　　　　㎜

　　　　　　　　　　　 ㎥　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 ㎥　　　　　　　　　

各戸計量

各戸計量

各戸計量

共　用

　　　　㎜　  個

　　　　㎜　  個

　　　　㎜　  個

　　　　㎜　  個

専用住宅

　　　　㎜　  個

非　住　宅

　　メータ口径　　　　　　　　　　㎜

　　メータ口径　　　　　　　　　　㎜

専用住宅 非　住　宅 共　用

　　　　㎜　  個

地上から高さ　　　　　　　　　 ｍ

最高位水栓からの高さ　　　　　 ｍ

地上から高さ　　　　　　　　　 ｍ

最高位水栓からの高さ　　　　　 ｍ

　　　　　　×　　　　 ×

　　　　㎜　  個

　　　　㎜　  個

　　　　　　㎥　　　　 基

　　　　　　×　　　　 ×

受 水 槽

　　　　㎜　  個

　　　　㎜　  個

　　　　㎜　  個

副 受 水 槽

消火用水槽

高 置 水 槽

中 間 水 槽

　屋内　　　 階

　屋外　　　　　　階上

　屋内　　　 階

　屋外　　　 階上

　屋内　　　 階

　屋外

構造及び材質は，建築基準法施行令に定める基準による。

備　　　　　　考設 置 位 置 貯　水　容　量

　　　　　　㎥　　　　 基

　　　　　　×　　　　 ×
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様式５号 (表面）

配管立体図配水管 配 水 管 管種： 　　　　　　　　口径： 　㎜≧100㎜

実測水圧

　　（　　　　　　ｍ） － （　　　　ｍ－　　 ｍ）＋　（　　　　　　ｍ）＝　　　　ｍ

（給水主管損失水頭計算略図）

水理計算書（直結直圧方式）　　1
　設計水圧　　Ｐ0　　　　　　　　　Ｐ1　　　　　　　Ｐ2　　　　　　　　ｈ

　　　　　　　ＭPａ　≧　（　　　　　ｍ＋　　　　ｍ＋　　　　ｍ）　÷　101.972

                   　≧　（　　　　　ＭPａ）

　Ｐ2：最高位など最悪の条件にある給水器具を使用するために必要な圧力

　　　　　　　（次ページ参照）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍ

　Ｐ1：配水管の分岐箇所から最高位など最悪の条件にある給水器具までの圧力損失

　ｈ　：配水管の分岐箇所と最高位など最悪の条件にある給水器具の高低差
　　　　宅地の地盤高さ　　　　配水管の分岐箇所の高さ　　　　最高位水栓等の高さ

　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　ＭＰａ

　　　　　　対象給水器具（品名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｍ

（居室内損失水頭計算略図）
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（裏面）

口径 栓数 負荷 流量 流速 動水勾配 換算延長 損失水頭
（㎜） 戸数 単位数（㍑/分）（ｍ/秒）（‰） （ｍ） （ｍ）

合　　　計 　　　　　　　　　　ｍ

区間 管弁栓類

水理計算書（直結直圧方式）　2
　Ｐ１：　配水管の分岐箇所から最高位など最悪の条件にある給水器具までの圧力損失
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様式６号 (表面） 別紙

口径 栓数 負荷 流量 流速 動水勾配 換算延長 損失水頭
（㎜） 戸数 単位数（㍑/分）（ｍ/秒）（‰） （ｍ） （ｍ）

水理計算書（直結直圧方式）

区間 管弁栓類

合　　　計 　　　　　　　　　　ｍ
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(裏面）

口径 栓数 負荷 流量 流速 動水勾配 換算延長 損失水頭
（㎜） 戸数 単位数（㍑/分）（ｍ/秒）（‰） （ｍ） （ｍ）

合　　　計 　　　　　　　　　　ｍ

区間 管弁栓類
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様式７号 (表面）

（居室内損失水頭計算略図）

配管立体図
（給水主管損失水頭計算略図）

　　　　Ｐ２：増圧装置直後の圧力（次ページ参照）

2　ポンプ自動停止圧力　＝　減圧式逆流防止器の流入側設計圧力　－　0.05ＭＰａ

　　　　　　　　　　　　＝（　　　　　　　　　　　ｍ　－　   5ｍ）＝　　　　　 ｍ

水理計算書（直結増圧方式）　　1
　　 Ｈ　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ2　　　　　Ｐ1
1　全揚程　（増圧装置の加圧分）　＝　　　　　ｍ－　　　　　ｍ　＝　　　　　　　ｍ
　　　　Ｐ１：増圧装置直前の圧力（次ページ参照）

3　ポンプ自動復帰圧力　＝　減圧式逆流防止器の流入側設計圧力　＝　　　　　　　　　 ｍ
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(裏面）

口径 栓数 負荷 流量 流速 動水勾配 換算延長 損失水頭
（㎜） 戸数 単位数（㍑/分）（ｍ/秒）（‰） （ｍ） （ｍ）

水理計算書（直結増圧方式）　2

区間 管弁栓類

　Ｐ１：増圧装置直前の圧力　＝　Ｐ0　   －　（　Ｐ３　+　ｈ１　）

                           ＝　　　ｍ　－ （　　  ｍ+　　　ｍ）＝　　　 ｍ≧5ｍ

　Ｐ３：配水管の分岐箇所から増圧装置までの圧力損失                         ｍ

　ｈ１：配水管と分岐箇所と増圧装置の高低差                                 ｍ

　Ｐ０：設計水圧　　　　　　　　　                                       ｍ

　Ｐ2：増圧装置直後の圧力＝Ｐ4＋Ｐ5＋ｈ2＝　　　ｍ＋　　　ｍ＋　　　ｍ＝　　   ｍ

　Ｐ4：増圧装置から最高位などの最悪の条件にある給水器具までの圧力損失　　　　  ｍ

　ｈ2：増圧装置から最高位などの最悪の条件にある給水器具の高低差　　　　　　　  ｍ

　Ｐ5：最高位など最悪の条件にある給水器具を使用するために必要な圧力

　　　　対象給水器具（品名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ｍ
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様式８号 （表面） 別紙

口径 栓数 負荷 流量 流速 動水勾配 換算延長 損失水頭
（㎜） 戸数 単位数（㍑/分）（ｍ/秒）（‰） （ｍ） （ｍ）

合　　　計 　　　　　　　　　　ｍ

区間 管弁栓類

水理計算書（直結増圧方式）

- 33 -



(裏面）

口径 栓数 負荷 流量 流速 動水勾配 換算延長 損失水頭
（㎜） 戸数 単位数（㍑/分）（ｍ/秒）（‰） （ｍ） （ｍ）

区間 管弁栓類

合　　　計 　　　　　　　　　　ｍ
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(表面）

様式９号
Ｇ Ｌ

　呉　　市　　長　　　様

申 込 者 第　　　　号
（所有者）

（※）

（※）法人の場合は，記名押印してください。

　　　法人以外で本人が手書きしない場合は，記名押印してください。

住所

氏名 （※）

住所

氏名 ㊞

住所

氏名 （※）

オートロックの有無 □ 有　　□ 無

※オ－トロック解除番号は，水道メ－タの検針，取替え，開閉栓の業務の際に使用させて
いただきますので，ご了承ください。

℡（　　　）　 －

管 理 人

℡（　　　）　 －

建 物 の 名 称

　上記建物の給水方式において必要である次の事項について誓約します。

℡（　　　）　 －

呉市指定給水装置
商号
名称

住　所

氏　名

誓　　約　　書

建 物 の 所 在 地 　呉市

給排水設備Ｇ
担 当

課 長

維 持 管 理 者

工 事 事 業 者

　　給水装置（増圧装置及び減圧式逆流防止器を含む。）の維持管理及び事故発生時の迅速

　な対応を行うため，増圧装置等維持管理者，呉市指定給水装置工事事業者及び管理人を次

　のとおり定めます。

増 圧 装 置 等

１　増圧装置等維持管理責任者等の選定

　　　　年　　月　　日　　

 水 栓（　　　　）
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(裏面）

７　紛争の解決

　　増圧装置等の故障等により第三者との間に紛争が生じた場合は，当方において解決し

　ます。

５　設備管理責任者等の変更届

　　増圧装置等維持管理責任者，呉市指定給水装置工事事業者又は管理人に変更が生じた

　ときは，速やかに局に届けます。

６　所有者の変更届

　　給水装置の所有権に変更が生じた場合は，新所有者に対して，第２項の内容を周知さ

　せるとともに，速やかに局に届けます。

　　やかに修繕を行います。

　(2) 宅地内において漏水したときは，速やかに止水し，呉市指定給水装置工事事業者に

　　修理を依頼します。

４　損害の賠償

　　逆流又は漏水が発生し，局に損害を与えた場合は，局が算定した損害賠償額を支払い

　ます。

　　こと。

　(4) 局所有のメータの検針，取替え，開閉栓等の業務に協力すること。

　(5) 増圧装置及び減圧式逆流防止器の故障時等の緊急連絡先に関すること。

３　保守管理

　(1) 増圧装置及び減圧式逆流防止器の機能を適正に保持するため，１年以内ごとに１回

　　定期点検を行うとともに，必要に応じて保守点検を行い，異状を発見した場合は，速

２　使用者等への周知

　　次の事項について，使用者等に周知します。

　(1) 当該建物の給水方式及びその短所・長所を説明し，了解を得ること。

　(2) 停電，増圧装置の故障等により増圧装置が停止し，水の供給がストップした場合に

　　は，非常用直圧給水栓からの水の供給が可能であること。

　(3) 給・配水管の布設替工事及び突発事故等による断水工事の際は，全面的に協力する
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工
　
　
事
　
　
申
　
　
込

中高層建物直結給水工事事務手続フローチャート
給　水　申　込　者 協　議　者 指定給水装置工事事業者 呉市上下水道局

事
　
　
前
　
　
協
　
　
議

事前協議
（様式1号）

直結給水事前調査

チェックシート

(様式２号）

設計水圧の決定

回 答 書
（様式３号）

給水設計の確認給水設計協議確認書
作成（2部）
水理計算等

給水装置概要の確認

給水設計協議確認
済み（様式４号）

給水装置工事
の申込み

設 計 審 査
（現地調査等）

工 事 承 認工 事 着 工

工 事 完 了

工 事 検 査

給水装置工事申込書
兼設計書（しゅん工図）

図面チェック

検 査 立 会

中高層建物への
直結給水を要望

直結給水事前協議
申請書作成
（様式1号）

直結給水事前協議

回答書作成
（様式３号）

給水装置工事申込書
兼設計書作成

給水装置工事申込書
兼設計書（しゅん工図）

提出

提出

回答

協議確認済通知

給水装置工事
承 認 書

誓約書
提出

（様式4号）
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